
前回（令和7年度分）からの変更点

東部耕地出張所

・契約書に「清掃業務標準仕様（別紙）」の追加

・定期清掃を年2回から年1回に変更（5月又は6月）

・定期清掃にエアコン、ファンコン清掃追加

・換気扇清掃箇所の追加（打合せ室・資料室・コピー室）

・定期清掃の除外（１Fタンス置き場、２F事務室、２F打合せ室、２Fコピー室、

　２F青焼き室、２F男子更衣室、２F踏込、２F床の間）

・「１Fホール」の面積変更（弾性床・木製床14.5㎡→13.3㎡）

南部耕地出張所

・契約書に「清掃業務標準仕様（別紙）」の追加

・定期清掃を年2回から年1回に変更（5月又は6月）

・定期清掃にエアコン、ファンコン清掃追加

・「１F物置」の清掃頻度を毎日から隔日に変更

北部耕地出張所

・契約書に「清掃業務標準仕様（別紙）」の追加

・定期清掃を年2回から年1回に変更（5月又は6月）

・定期清掃にエアコン清掃追加

・「１Fホール」の面積変更（弾性床・木製床99.57㎡→98.31㎡）

・日常清掃の清掃箇所追加（１F管理人室・週１回）


